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鉄道事故調査報告書 
 

 

鉄道事業者名：高千穂鉄道株式会社 

事 故 種 類：列車脱線事故 

発 生 日 時：平成１６年１２月５日 ６時１９分ごろ 

発 生 場 所：宮崎県延岡市 

高千穂線延岡駅～西延岡駅間（単線） 

延岡駅起点２ｋ１３３ｍ付近 

 

 

平成１８年 １ 月 ５ 日 

航空・鉄道事故調査委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  佐 藤 淳 造 

委   員  楠 木 行 雄 

委   員  佐 藤 泰 生（部会長） 

委   員  中 川 聡 子 

委   員  宮 本 昌 幸 

委   員  山 口 浩 一 

１ 鉄道事故調査の経過 

１.１ 鉄道事故の概要 

高千穂鉄道株式会社の高千穂線延岡駅発高千穂駅行き１両編成の下り普通第８０１

列車は、平成１６年１２月５日（日）、ワンマン運転で延岡駅を定刻（６時１６分）

に出発した。 

列車の運転士は、速度４０～４５km/hで惰行運転中、６時１９分ごろ、前方約４０

ｍの地点において、線路上に土砂が流入しているのを発見したため、直ちに非常ブレ

ーキを使用したが間に合わず、列車は土砂に乗り上げて、前台車（前後左右は進行方

向を基準とする。）第１軸が左へ、前台車第２軸及び後台車全２軸の右車輪がレール

から浮いて脱線した。 

列車には、乗客１名、運転士及び社員１名（旅客の乗降量調査のために添乗してい

た。）が乗車していたが、死傷者はなかった。 

なお、列車は、前面が損傷した。 
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１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１６年１２月６日、本事故の調査を担当する

主管調査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。 

九州運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成１６年１２月６日    現場調査 

１２月７日    口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

２ 認定した事実 

２.１ 運行の経過 

事故に至るまでの経過は、高千穂鉄道株式会社（以下「同社」という。）の下り普

通第８０１列車（以下「本件列車」という。）の運転士（以下「運転士」という。）の

口述によれば、概略次のとおりであった。 

事故前日は、上りの最終列車である上り普通第８３０列車に乗務し、槇峰駅か

ら川水流
か わ ず る

駅間で雨が強かったが、定刻（２１時５０分）に延岡駅に到着した。 

事故当日は、本件列車に乗務するため、５時２０分ごろに高千穂町にある同社

の運転指令所に電話して、運転指令員から出勤点呼を受け、「夜、風が強かった

ので気を付けるように」と言われた。 

下りの初列車である本件列車は、延岡駅を定刻（６時１６分）に発車し、下り

勾配２２‰、半径２５０ｍの左曲線を速度４０～４５km/hで惰行運転中、前方約

４０ｍの地点に土砂を発見し、非常ブレーキを使用したが間に合わず、本件列車

は土砂に乗り上げて停止した。 

このため、運転指令員に土砂に乗り上げて脱線した可能性があること及び死傷

者はないことを電話で連絡したところ、状況の確認と乗客の案内を指示されたの

で、降車して確認したところ、前台車第１軸が左へ、後台車全２軸の右車輪がレ

ールから浮いて脱線し、車体が左に傾いていた。 

また、乗客は延岡駅に戻ることを希望していたので、事故現場付近の住民にタ

クシーの手配を依頼した。 
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延岡駅を出発してから事故に至るまでの間、本件列車のブレーキの機能に異常

は認められなかった。 

なお、本事故の発生時刻は、６時１９分ごろであった。 

（付図１、２、３及び写真１、２、３参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

な  し 

 

２.３ 鉄道施設及び車両の損傷に関する情報 

2.3.1 鉄道施設の損傷状況 

本事故において脱線による鉄道施設の損傷はなかった。 

 

2.3.2 車両の損傷状況 

本件列車は、車両前面の貫通路上部、右側下部の標識灯及びスカート等が損傷し

ていた。 

（写真５参照） 

 

２.４ 鉄道施設及び車両以外の物件の損傷に関する情報 

な  し 

 

２.５ 乗務員等に関する情報 

運転士    男性 ６１歳 

甲種内燃車運転免許                平成 ８ 年 ３ 月２９日 

甲種電気車運転免許                昭和６２年 ６ 月１５日 

（国鉄時代から通算した運転経験年数は２８年６ヶ月である。） 

 

２.６ 鉄道施設及び車両に関する情報 

2.6.1 鉄道施設の概要 

事故現場付近の鉄道施設は、延岡駅起点（以下「延岡駅起点」は省略。）１ｋ

９６０ｍ～２ｋ２３０ｍは両側又は右側が切取のり面である。 

事故現場付近の２ｋ１３０ｍ～１５０ｍは、両側が切取のり面（右側の切取のり

面を以下「本件のり面」という。）となっており、切取のり面の勾配は両側とも

１：０.５程度（水平からの角度約６３°）、切取高は最も高いところで右側が約

７.１ｍ、左側が約２.０ｍである。 

また、事故現場付近は２ｋ０７３ｍ～１１３ｍが直線、２ｋ１１３ｍ～３３４ｍ
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ＴＲ１０２ 

が半径２００ｍの右曲線であり、１ｋ７９０ｍ～２ｋ３６７ｍが下り勾配２２‰で

ある。 

なお、事故現場までの見通し距離は約１００ｍである。 

（付図３及び写真３参照） 

 

2.6.2 鉄道施設の管理の状況 

同社の「線路検査実施基準」では、巡回検査は徒歩、列車又はモーターカーで４

日に１回を標準に、切取のり面の検査は２年を超えない期間ごとにそれぞれ実施す

ることと定められている。 

直近の検査は以下のとおりであった。 

(1) 巡回検査 

平成１６年１１月３０日に徒歩巡回、１２月４日に列車巡回が実施されて

おり、いずれの検査においても異常なしとされていた。 

(2) 切取のり面の検査 

本件のり面の直近の検査は、平成１５年９月１８日に線路沿いから目視に

より実施され、変状については異常なし、健全度1についてはＣ（変状はあ

っても軽微で機能にかかわらないもの）と判定されており、平成１３年の検

査においても、変状及び健全度は平成１５年の検査と同じ判定であった。 

また、本件のり面は、同社における要注意箇所には指定されていない箇所

である。 

なお、事故現場の前方、２ｋ１７９ｍ～１９３ｍには、高千穂鉄道としての営業

開始（平成元年４月）前に崩壊した斜面があり、営業開始直前の平成元年２月にの

り面防護工（張コンクリート工）が竣工しているが、同社では被害の時期、被害状

況等は把握していなかった。 

 

2.6.3 車両の概要 

車  種    内燃動車（ディーゼルカー） 

編成両数    １両編成 

定  員        １０６名（座席定員５３名） 

記  号     

 

       ●：脱線軸   進行方向 → 

 
1 のり面の「健全度」の判定は、状態が悪い方から順に「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、健全な状態が「Ｓ」とさ

れている。 
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検査状況    定期検査及び事故当日の出庫点検では、ブレーキ装置等の機能

に異常は認められなかった。 

 

2.6.4 雨量計と運行表示装置に関する情報 

同社の雨量計は、川水流駅及び日之影温泉駅に国鉄時代から設置されており、事

故現場を規制区間としているのは、事故現場の西約１３㎞に位置する川水流駅のも

のである。 

降雨が観測されると、降り始めの時刻が記録紙に印字され、その後毎時００分及

び毎時３０分に、直前１時間の時間雨量及び降り始めからの連続雨量が印字される。

日之影温泉駅の雨量計の雨量を印字する装置は運転指令所に、川水流駅のものは同

駅にある工務区にそれぞれ設置されている。また、日之影温泉駅の雨量計が2.7.1

に記述する運転規制基準（以下「規制基準」という。）に達した場合、又は川水流

駅の雨量計の時間雨量が２０㎜以上に達した場合は、運転指令所にある運行表示装

置が自動的に警報を発することとなっている。 

しかし、運行表示装置は、川水流駅の雨量計の時間雨量が２０㎜未満の場合は、

連続雨量が規制基準に達しても、警報を発しないものとなっており、運転指令員及

び工務区の社員は、このことを承知していた。 

これは、平成７年１２月に川水流駅及び日之影温泉駅が無人駅になったことを機

に、日之影温泉駅の雨量計については、運行表示装置が規制基準に則した警報を発

するようにしたが、川水流駅の雨量計については、同駅にある工務区に職員が日中

は常駐するので、２０㎜以上の時間雨量を記録した場合にのみ、運行表示装置が警

報を発するようにしたものである。 

また、運行表示装置は、深夜には電源が切られているが、上りの初列車の発車時

刻（５時３１分）の約１時間前の４時３０分ごろに運転指令員が立ち上げたときに、

それまでの間に規制基準を超える降雨があった場合には、警報を発するものである。 

（写真６参照） 

 

２.７ 運転取扱いに関する情報 

2.7.1 実施基準等 

同社における降雨時の運転取扱いについては、「運転取扱実施基準」に、次のよ

うに定められている。 

 

「運転取扱実施基準」（抜粋） 

第２６６条 雨量等により列車脱線転覆等の事故防止のため、次の箇所に雨

量計を設置する。 
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設置箇所   川水流駅  日之影温泉駅 

第２６７条 運転指令は降雨が運転規制基準に達したときは、ただちに関係

列車に運転規制の通告を行わなければならない。 

２．運転指令は降雨が激しくなるおそれがあるときは、工務区長に状況を連

絡し線路点検等の指示を行い、この旨を運輸課長に報告するものとする。 

３．運転指令は、運転士に運転規制の通告を行う場合は運転通告券又は運転

通告受領券によらなければならない。 

 

運転取扱実施基準第２６７条第１項の「運転規制基準」を定めた同社の内規｢線

路警備便覧｣の降雨に関する記述は、以下のような内容である。 

(1) 運転中止の運転規制が通告される場合 

連続雨量１００㎜以上の場合、又は連続雨量１００㎜未満で時間雨量２５

㎜以上の場合は、運行表示装置の警報のブザーが鳴動し、第１種警備体制が

敷かれ、運転指令員から関係する列車に運転中止の運転規制が通告されるこ

ととなる。 

(2) ２５㎞/h以下の運転規制が通告される場合 

連続雨量８０㎜以上１００㎜未満で時間雨量１５㎜以上２５㎜未満の場合、

又は連続雨量８０㎜未満で時間雨量２０㎜以上２５㎜未満の場合は、運行表

示装置の警報のブザーが鳴動し、第３種警備体制が敷かれ、運転指令員から

関係する列車に２５㎞/h以下の運転規制が通告されることとなる。 

(3) 規制区間 

川水流駅の雨量計による規制区間は延岡駅～槇峰駅間であり、日之影温泉

駅の雨量計による規制区間は槇峰駅～高千穂駅間である。 

 

しかし実際には、2.6.4に記述したように、運行表示装置は、川水流駅の雨量計

の時間雨量が２０㎜未満の場合は、連続雨量が規制基準に達しても、警報を発しな

いものとなっていた。 

上記の規制基準、2.6.4に記述した川水流駅の雨量計に関する運行表示装置の鳴

動範囲及び2.8.1に記述する同駅の雨量計の記録を合わせると、以下の図のように

なる。 
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また、同社によると上記のほか、必要に応じてＪＲ九州の延岡駅又は気象庁福岡

管区気象台宮崎地方気象台（以下「気象台」という。）に降雨量を問い合わせ、運

転規制を行う場合の参考にすることもあるとのことであったが、１２月４日及び５

日は問い合わせていないとのことであった。 

なお、同社では、明文化されていないものの、運転規制を解除する前には、線路

の点検を実施して、安全確認を行っているとのことであった。 

（写真６参照） 

 

2.7.2 関係社員の対応の状況 

(1) 工務区の社員 

同社の延岡駅及び高千穂駅以外は無人駅であり、川水流駅の雨量計の雨量

は、同駅にある工務区に社員がいる時間帯しか確認できないことから、台風

の接近時等、夜間に降雨が規制基準を超えるおそれがあるときには、本社

（高千穂町）にある運輸課及び工務課で相談の上、必要に応じて川水流駅に

ある工務区に社員を待機させる措置をとっていた。 

しかし、事故前日の１２月４日１７時ごろ、雨は小降りになったので、工

務区の社員は、降雨のピークは過ぎており夜間の降雨は少なく規制基準を超

えることはないと判断し、その旨を運転指令員に連絡した後、同社の定時で

ある１７時０５分に退社したため、同時刻以降、川水流駅は無人となり、雨

量計の確認ができなくなった。 

(2) 運転指令員 

2.7.1に記述したように、川水流駅の雨量計の雨量が２５km/h以下の運転

規制となる基準を超えた２１時３０分には、同雨量計による規制区間である

0 連 続 雨 量 （ ㎜ ）

20

時 間 雨 量
（ ㎜ ）

15

2 5
川 水 流 駅 の
雨 量 計 に 関 す る
警 報 鳴 動 範 囲

運 転 中 止 の
運 転 規 制 の 範 囲

10 08 0

２ ５ ㎞ /h以 下 の
運 転 規 制 の 範 囲

 12月4日21時30分 連続雨量96㎜

          時間雨量18㎜

 12月4日22時00分 連続雨量102㎜

          時間雨量 17㎜
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延岡駅～槇峰駅間を、上り及び下りの最終列車が走行しており、また、同雨

量計の雨量が運転中止の運転規制となる基準を超えた２２時００分には、同

規制区間を、下りの最終列車が走行していた。 

しかし、運転指令員は同雨量計が規制基準を超えていたことを知らずにい

たため、いずれの運転規制も行われることなく、通常どおりの運転を行って

いた。 

また、事故当日は運行表示装置を立ち上げたときに警報は発せられなかっ

たため、運転指令員は本件列車を含む上り及び下りの初列車に運転規制の通

告を行うことなく、通常どおりに出発させていた。 

（付図４参照） 

 

２.８ 気象等に関する情報 

2.8.1 同社の雨量計の記録 

川水流駅の雨量計の記録によると、事故前日の１２月４日は７時４８分に降り始

め、２３時前に降りやみ、連続雨量は１０３㎜、時間雨量は１４時から１７時まで

にそれぞれ１０㎜前後、２１時３０分及び２２時００分にそれぞれ１８㎜及び１７

㎜を記録していた。また、事故当日の１２月５日は０㎜であった。 

同雨量計の記録を、2.7.1(2)に記述した同社の規制基準に適用すると、２１時

３０分に２５km/h以下の運転規制が適用される連続雨量８５㎜、時間雨量１８㎜を

記録し、２２時００分に運転中止の運転規制が適用される連続雨量１０２㎜を記録

していた。 

一方、日之影温泉駅の雨量計の記録は、記録紙が紙詰まりのまま使用されていた

ため、１２月４日及び５日の降雨量の記録については不明であった。これについて

は、記録紙が紙詰まりであっても、同雨量計の雨量が規制基準を超えた場合は、運

行表示装置が警報を発するので、紙詰まりのまま使用していたとのことであった。 

なお、同社によると１２月４日及び５日は、運行表示装置から警報は発せられて

いないとのことであった。 

（付図４参照） 

 

2.8.2 気象台等の記録 

(1) 天気予報等 

気象台が発表した、事故現場である延岡市を含む宮崎県北部平野部の、事

故前日の１２月４日１１時の天気予報は「東の風、後、南の風強く、雨激し

く降る」、同日１７時の天気予報は「南の風非常に強く、雨、所により雷を

伴い激しく降る」、降水確率は１２時～２４時まで１００％であった。 
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また、同日６時３０分、大雨、雷、強風、洪水等の各注意報が発令され、

このうち大雨、雷、洪水の各注意報は、事故当日の５日０時５５分に解除さ

れた。 

一方、本社及び運転指令所のある高千穂町を含む宮崎県北部山間部の１２

月４日１１時の天気予報は「南東の風、雨、所により夕方から雷を伴い激し

く降る」、１７時の天気予報は「南東の風、後、北西の風、雨、所により雷

を伴い激しく降る」、降水確率は１２時～２４時まで１００％であった。 

また、同日６時３０分、大雨、雷、洪水の各注意報が発令され、事故当日

の５日０時５５分に解除された。 

なお、同社では４日に大雨が降るという同日朝の天気予報は認知されてい

たが、その後の天気予報及び大雨等の注意報の発令が夕方以降も継続されて

いることは認知されていなかった。 

(2) 気象観測所の降雨等の記録 

高千穂線の沿線には、事故現場の南約８００ｍに延岡特別地域気象観測所、

川水流駅の北東約１５０ｍに北方
きたかた

地域気象観測所（アメダス）、高千穂駅の

西約１.６㎞に高千穂地域気象観測所（アメダス）がある。 

延岡特別地域気象観測所の記録によると、１２月４日は８時前に降り始め、

２４時前に降りやみ、連続雨量は１１７.５㎜、時間雨量は１５時に１３.０

㎜、１６時に１４.０㎜、１７時に１０.５㎜、２１時に１２.５㎜、２２時

に２３.０㎜を記録していた。また、１２月５日の雨量は０㎜であった。 

風向・風速については、１２月４日は２３時に西の風６.７m/sを記録し、

１２月５日は２時ごろから西からの１０m/s近い風が吹き、５時には西北西

の風１０.９m/sを記録していた。 

気象庁によると、平均風速１０m/s以上１５m/s未満の場合、風により樹木

全体が揺れるとされている。 

北方地域気象観測所の記録によると、１２月４日の９時前に降り始め、

２３時前に降りやみ、連続雨量は１０３㎜、最大の時間雨量は２２時に１８

㎜、高千穂地域気象観測所では、１２月４日の９時前に降り始め、２３時前

に降りやみ、連続雨量は８３㎜、最大の時間雨量は２１時に１２㎜を記録し

ていた。 

(3) 地震の記録 

気象台によると、１２月４日及び５日は宮崎県北部において、地震は記録

されていない。 

(4) 日出時刻 

海上保安庁によると、延岡市の１２月５日の日の出時刻は７時００分であ
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った。 

（付図４参照） 

 

２.９ 事故現場に関する情報 

2.9.1 事故現場付近の地質及び地形 

事故現場付近の地質は、西南日本の太平洋側に広く分布する四万十累層群のうち、

日向層に属し、砂岩、泥岩、砂岩泥岩互層、乱雑層等の堆積岩から構成されている。 

事故現場付近の岩質は、泥岩の基質中に砂岩が含まれる乱雑層であり、表層には

砂質土、粘性土の上に腐植土等が堆積し、のり面には雑草が生育し、のり肩部より

上の自然斜面及び事故現場の周囲には檜、雑木が繁茂していた。 

本件のり面手前の、のり尻に露出した岩盤は、風化してもろく剥がれやすい状態

であった。本件のり面の上部には自然斜面があり、勾配は１：１.０程度（水平か

らの角度約４５°）である。 

なお、本件のり面の周辺では、樹木の伐採、土地開発等の周辺環境の変化は見ら

れなかった。 

（写真３参照） 

 

2.9.2 事故現場の状況 

事故後、本件列車の先頭は２ｋ１３３ｍに停止し、前台車第１軸は左へ約３０㎝、

前台車第２軸及び後台車全２軸は右車輪がレールから約１５㎝浮いて脱線しており、

車体は左に約１５°傾いていた。なお、レール及びまくら木には、本件列車が脱線

して走行したことによる痕跡は認められなかった。 

本件列車が乗り上げた土砂は元々、本件のり面及びその上部の自然斜面（以下こ

れらを総称して「本件斜面」という。）の表層が、２ｋ１３５ｍ付近から約１５ｍ

にわたって崩壊したものである。崩壊した部分の形状は、２ｋ１４３ｍ付近を中心

とした下底（斜面の幅）約１５ｍ、高さ（斜面の延長）約２２ｍの釣鐘形であり、

そのほとんどが鉄道用地外である。 

本件斜面から崩落した土砂は約４５０㎥で、２ｋ１３０ｍ付近から約２０ｍにわ

たって線路上に堆積しており、２ｋ１４０ｍ付近ではレール面から約３ｍの高さま

で堆積していた。崩壊した土砂は湿潤状態であったが、本件斜面からの湧水は見ら

れなかった。 

また、線路上に堆積した土砂の上に、檜、雑木の倒木が約２０本あった。 

（付図３及び写真２、４参照） 
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３ 事実を認定した理由 

３.１ 解析 

3.1.1 脱線の発生に関する解析 

２.１に記述した運転士の口述及び2.8.1に記述した川水流駅の雨量計の記録より、

事故前日の降雨量は、運転中止の規制基準を超える連続雨量１０３㎜であり、

2.9.1に記述した本件斜面の表層が、大量の水分を含み安定性を失ったため、事故

前日の上りの最終列車の通過後（２１時４７分ごろ）から、事故当日の下りの初列

車である本件列車の接近した６時１９分までの間に、崩壊したものと推定される。 

また、2.8.2(2)に記述したように、１２月４日深夜から１２月５日未明にかけて

の風速１０m/s前後の風により、本件斜面の樹木が揺すられたことにより、本件斜

面の崩壊が誘発された可能性が考えられる。 

本件列車は、本件斜面の崩壊により線路上に堆積した土砂に乗り上げ、前台車第

１軸が左へ、前台車第２軸及び後台車全２軸の右車輪がレールから浮いて脱線した

ものと推定される。 

事故現場までの見通し距離は約１００ｍであったにもかかわらず、運転士が前方

約４０ｍの地点で崩壊した土砂を発見したのは、2.6.1、2.8.2(4)及び2.9.1に記述

したことより、事故発生が日の出前であったこと、及び事故現場が右曲線中にあり、

事故現場の周囲には樹木が繁茂していたことから、事故現場付近が薄暗かったこと

によるものと推定される。 

 

3.1.2 線路の安全の確認をせずに列車を出発させたことに関する解析 

(1) 工務区の社員の待機が行われなかったこと 

2.7.2(1)に記述したように、同社では降雨が夜間に規制基準を超えるおそ

れがあるときには、必要に応じて工務区の社員を待機させることとしている

が、この待機が行われなかったのは、2.8.2(1)に記述したように、１７時の

天気予報では「雨、所により雷を伴い激しく降る」と発表されていたことが

認知されていなかったこと及び小降りとなった夕方以降も大雨注意報が継続

されていたことが認知されていなかったことから、2.7.2(1)に記述したよう

に夕方には小降りになったので、降雨のピークは過ぎており夜間の降雨は少

なく、規制基準を超えることはないという誤った判断をしたことによるもの

と推定される。 

(2) 線路の安全の確認が行われなかったこと 

2.8.1に記述した川水流駅の雨量計の記録より、事故前日の２１時３０分

に２５km/hの運転規制の規制基準を超え、２２時００分に運転中止の規制基
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準を超えていた。 

しかし、2.6.4に記述したように、運行表示装置では、川水流駅の雨量計

の連続雨量に関する警報を発することができないものであったにもかかわら

ず、工務区の社員の待機は行われなかったことから、運転指令員は川水流駅

の規制基準を超える降雨及び事故現場周辺の多量の降雨を知らずにいたもの

と推定される。 

また、2.8.2(2)に記述した気象台の記録より、運転指令所のある高千穂町

では、川水流駅のある北方町及び事故の発生した延岡市よりも降雨が少なか

ったため、運転指令員は川水流駅及び事故現場周辺の夜間の降雨量を推測で

きなかったものと考えられる。 

これらのことから、運転指令員が関係列車に運転規制の通告及び線路の点

検の実施を指示することができなかったため、同社が線路の安全の確認を行

うことなく、事故当日の本件列車を含む上り及び下りの初列車を出発させた

ものと推定される。 

同社では、日中は川水流駅の工務区に社員が常駐しているものの、夜間は

不在になる体制であるため、川水流駅の雨量計についても、運行表示装置が

規制基準に則した警報を発するものとするべきである。 

また、高千穂線の沿線には３ヶ所の気象台の気象観測所があるので、沿線

の降雨状況の把握に、これらの外部機関の記録を活用することも有効である。 

 

3.1.3 調査の過程で明らかになったことに関する解析 

(1) 運転規制を解除する場合の取扱い 

2.7.1に記述したように、同社では、明文化されていないものの、運転規

制を解除する前には線路の点検を実施するとのことであるが、事故の防止及

び被害の軽減のためには、運転規制を解除する前には線路の点検等を実施し

て安全確認を行うことを、明文化しておくことが重要である。この明文化さ

れた規制解除前の安全確認を適切に実施することにより、のり面崩壊等の災

害を事前に発見又は事故時の被害を軽減できる可能性が高まると考えられる。 

(2) 雨量計の記録紙 

2.8.1に記述したように、日之影温泉駅の雨量計の記録紙は紙詰まりの状

態であったが、同雨量計の雨量が規制基準を超えた場合は、運行表示装置が

警報を発するようになっていたため、雨量計の記録がなくても差し支えない

として、修理せずに使用し続けていたものと考えられる。 

しかし、雨量計は事故防止に密接に関係する設備であるため、日ごろから

整備をしておくことが重要である。 
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４ 原 因 

本事故は、本件斜面が崩壊していたにもかかわらず、線路の安全の確認が行われな

いまま本件列車が出発したため、線路内に流入した土砂に乗り上げ脱線したことによ

るものと推定される。 

線路の安全確認が行われなかったことについては、運行表示装置が、川水流駅の雨

量計の連続雨量が規制基準に達したことを知らせる警報を発することができないもの

であったにもかかわらず、川水流駅における工務区の社員の待機が行われなかったこ

とから、高千穂町にある運転指令所の運転指令員が、川水流駅の規制基準を超える夜

間の降雨を知らないままとなったことによるものと推定される。 

工務区の社員の待機が行われなかったことについては、小降りとなった夕方以降も

大雨注意報が継続して発令されていたことが認知されていなかったこと等から、夜間

の降雨は少ないという誤った判断がなされたことによるものと推定される。 

５ 参考事項 

 同社では本事故の再発防止対策として、次の事項を実施した。 

(1) 川水流駅の雨量計の連続雨量に関する警報を、運行表示装置が発することがで

きるものに改良した。 

(2) 本件斜面に、のり面防護工（張コンクリート工）を設置した。 

(3) 同社の内規として「気象異常時運転規制手続（規程）」を新たに定め、運転規

制を解除する場合は、工務区長は巡回、線路点検等を行った後、規制継続の要否

を運転指令に報告し、運転指令は工務区長からの報告に基づいて、運転規制の解

除又は継続等の取扱いを行うことを規定した。 



付図１　高千穂線路線図
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付図２　事故現場付近の地形図
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付図３　事故現場略図
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付図４　川水流駅の雨量計及び延岡特別地域気象観測所の風速の記録
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21:30 運転規制（25km/h以下）の
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写真１　脱線状況

写真２　崩壊した土砂
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脱線した第１軸左車輪

崩壊した土砂

本件列車の最前部



写真４　土砂撤去後の本件斜面

写真３　列車からの見通し（事故後）
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本件斜面の延長約２２ｍ

崩壊した土砂が
あった位置
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写真６　運行表示装置

写真５　車両の損傷状況
貫通路上部の損傷

スカート及び標識灯の損傷

川水流駅の雨量計の雨量が
規制基準に達した場合の画面

日之影温泉駅

川水流駅



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




